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重 要 事 項 説 明 書 
 

 

 

 

 

 当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービ

スの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 ※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護３・４・５」と認定された方が対象となり

ます。要介護１・２の認定を受けた方でも居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむ

を得ない事由があることによる場合入所利用は可能です。 

 

１．施設経営法人 

（１）法人名    社会福祉法人 敬愛会 

（２）法人所在地  熊本県八代市日奈久塩北町字井手の上２９０５ 

（３）電話番号   0965-38-2011 

（４）代表者氏名  理事長 太田黒香純 

（５）設立年月   昭和 47 年 12 月４日 

 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類 指定介護老人福祉施設・平成 12 年 4 月 1 日指定 熊本県 4370200356 号 

（２）施設の目的 指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）が、その有する

能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的として、ご契約者

に日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供

します。 

  この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において

これを受けることが困難な方がご利用いただけます。 

（３）施設の名称            特別養護老人ホーム 行楽園 

（４）施設の所在地          熊本県八代市日奈久塩北町字井手の上２９０５ 

（５）電話番号              0965-38-2011 

（６）施設長（管理者）氏名  後藤 由美子 

（７）当施設の運営方針      心身の不自由な老人が家庭的な雰囲気の中で安心して看護と介護を受け、

楽しく生活できる場にする。 

（８）開設年月日            昭和４８年４月１８日 

（９）入所定員              ６０名 

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、行楽園は原則として 4 人部屋

ですが、個室など他の種類の居室への入居をご希望される場合は、その旨お申し出下さい。（但し、ご契

約者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。） 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。（熊本県指定 第4370200356号) 
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居室・設備の種類 室数 備考 

1人部屋 ２室  

2人部屋 ５室  

4人部屋 １２室  

合  計 １９室  

食堂 ３カ所  

機能訓練室 

 

１室 

 

[主な設置機器] 

歩行用階段、ﾎｯﾄﾊﾟｯｸ、滑車、平行棒、干渉波、 

浴室 １室 機械浴・特殊浴槽 

医務室 １室  

 

※上記は、厚生省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている施設・設備で

す。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく費用はありません。 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でそ

の可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には､

ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 

居室に関する特記事項（※トイレの場所（居室内、居室外）等） 

 

４．職員の配置状況 

 当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員

を配置しています。 

 

<主な職員の配置状況> 

      ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 実人員 指定基準 

１．施設長（管理者） １ １名 

２．介護職員 ２２ １７名 

３．生活相談員 １ １名 

４．看護職員 ５ ４名 

５．機能訓練指導員 １ １名 

６．介護支援専門員 １ １名 

７．医師 0.5 必要数 

８．栄養士 １ １名 
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<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

医師 嘱託医、午後勤務 非常勤医16:00～18:00 

介護職員 

 

 

 

 

標準的な時間帯における最低配置人員 

早出： ７：００～１６：００  ３名 

日中： ８：００～１７：００  ４名 

遅出： ９：３０～１9：0０  ３名 

夜勤：１６：３０～ ８：００  ３名 

看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員（８：００～１７：００）：２名 

機能訓練指導員 ８：００～１７：００：１名 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、 

①利用料金が介護保険から給付される場合 

②利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）当施設が提供する基準介護サービス（契約書第３条参照） 

以下のサービスについては、居住費、食費を除き、利用料のうち各利用者の負担割合に応じて介護保険

から給付されます。 

ア）サービスの概要 

①食事 

当施設では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況およ

び嗜好を考慮した食事を提供します。 

ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

  （食事時間） 

朝食     ８：００～ ８：３０    昼食 １２：００～１３：００ 

夕食 夏季 １７：４５～１８：４５  冬季 １７：３０～１８：３０ 

②入浴 

入浴週２回以上行います。（体調により入浴できない時は清拭を実施） 

身体のご不自由な方でも機械浴槽等を使用して安心して入浴することができます。  

③排泄 

排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④機能訓練 

機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復

又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤健康管理 
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医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 

⑥その他自立への支援 

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

イ）サービス基本利用料金（１日あたり）（契約書第６条参照） 

（２）別紙①料金表参照 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更しま

す。 

☆居室と食事に係わる費用について、負担限度額認定を受けて頂く場合には、認定証に記載している負

担限度額とします。負担限度額の負担のモデル金額は別紙を参照してください 

 

（３）（１）以外のサービス（契約書第 4 条、第 5 条参照） 

 

（４）以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

ア）サービスの概要と利用料金 

 ①理髪・美容 

［理髪サービス］ 

  

 外部の業者の出張サービス（理髪、顔剃、洗髪）をご利用いただいた場合、かかった実費を業者に

お支払いいただきます。（理髪 男性 丸刈り￥１，５００、女性￥２，５００） 

［美容サービス］ 

 外部の業者の出張サービス（調髪、パーマ、洗髪）をご利用いただいた場合、かかった実費を業者

にお支払い頂きます。 

 

②貴重品の管理 

 ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通りです。 

 管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金については預かります。 

 （指定金融機関への変更があれば管理できます） 

○ お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、年金証書 

  保管管理者：施設長 

  出納方法： 手続きの概要は以下の通りです。 

   ・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出していただ

きます。 

   ・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

    その他：お小遣い管理についてはノート代（￥２２０）を頂いております。 

（更新の際も￥２２０必要となります）その他は無料となります。 

    ・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しをご契約者へ交付します。 

 

③日常生活上必要となる諸費用実費 

  おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 
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④契約書第２１条に定める所定の料金 

  ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け

渡された日までの期間に係る料金 (１日あたり) 

ご契約者の要介護度 

料金 

要介護度１ 

７９３０円 

要介護度２ 

８７３０円 

要介護度３ 

９５６０円 

要介護度４ 

１０３６０円 

要介護度５ 

１１１４０円 

 

⑤電気製品使用料 

テレビ、冷蔵庫等を居室で使用される場合、１日あたり電気料として５０円頂きます。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月 25 日までに以下

のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日

数に基づいて計算した金額とします。） 

ア．金融機関口座からの引き落とし 

ご利用できる金融機関：肥後銀行・郵便局・農協等 

※詳しくは窓口へ問い合わせてください 

イ．窓口での現金支払 

ウ．振込手数料（家族負担です） 

（口座NO．） 肥後銀行日奈久支店 普通口座 ４９５６３ 

（口座名義人）特別養護老人ホーム行楽園 施設長 後藤 由美子 

 

（４）入所中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受け

ることができます。(但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。

また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

 

 ①協力医療機関 

八代更生病院 熊本県八代市古城町１７０５ 

実費 

熊本労災病院 熊本県八代市竹原町１６７０ 

熊本総合病院 熊本県八代市通町１０番１０号 

八代市医師会立病院 熊本県八代市平山新町4438-3 

大手町腎・高血圧クリニック 熊本県八代市大手町1丁目7-18 

 

 ②協力歯科医療機関 

多田歯科医院 熊本県八代市日奈久竹之内町３２４４－３ 実費 



6 
 

（５） 事故発生時の対応について  別紙添付（別紙②） 

 

６．苦情の受付について 

 （１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口 職名 

 

行楽園  生活相談員 林田多美重 

 

○受付時間 毎週月曜日～土曜日 ０８：００～１７：００ 

 

第三者委員 

氏 名 連絡先 

齊藤 益雄 ３８－１５３１ 

桑原 秀文 ３８－１６１８ 

 

また、苦情受付ボックスを窓口に設置しています。体制・手順については、別紙添付（別紙③） 

 

 

（２）行政機関その他の苦情受付期間 

八代市役所 

介護保険担当課 

所在地  熊本県八代市松江城町１－２５ 

電話番号 0965-33-4111 

受付時間 ８；３０～１７：１５（月～金） 

国民健康保険団体連合会 

介護保険対策室 

所在地  熊本市東区健軍２丁目４番１０号 

電話番号 096-214-1101 

受付時間 ９：００～１７：００（月～金） 

熊本県社会福祉協議会 

福祉サービス運営適正化委員会 

所在地  熊本市中央区南千反畑町３番７号 

電話番号 096-324-5471 

受付時間 ８：３０～１７：００（月～金） 

 

 

7. 第三者評価の実施状況  （ 有 ・ 無 ） 

 

   （実施年月日）               （評価機関）               

 

   （評価結果）                                     


